
 

 

 

 令和５年５月２日 

 

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について 

 

 消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づき報告のあった重大製品事故

について、以下のとおり公表します。 

 

〇特記事項あり 

 電動アシスト自転車に関する事故（リコール対象製品）について 

（詳細は次頁以降参照。） 

 

１．ガス機器・石油機器に関する事故                  ３件 

（うちガスこんろ（ＬＰガス用）１件、 

密閉式（ＦＦ式）ガス瞬間湯沸器（都市ガス用）２件） 

 

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因が疑われる事故                      ５件 

（うち電動アシスト自転車１件、耳かき（ＬＥＤライト付）１件、 

電気ストーブ１件、バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）１件、 

重石１件） 

 

３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、 

製品起因か否かが特定できていない事故               ４件 

（うち照明器具１件、発電機（携帯型）１件、 

椅子（ソファー）１件、エアコン１件、） 

 
４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及

び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審
議を予定している案件 

  該当案件なし 
 
  １．～４．の詳細は別紙のとおりです。 
 
５．留意事項 
  これらは消費生活用製品安全法第 35 条第１項の規定に基づく報告内容の概要で
あり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原
因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：
A202100689、A202100905、A202200057、A202200211、A202200375を除く。）。 
本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進

展等により、変更又は削除される可能性があります。 
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６．特記事項 
ヤマハ発動機株式会社が販売した電動アシスト自転車用バッテリー（「電動ア

シスト自転車」として公表）について（管理番号：A202100689） 
①事故事象について 
火災報知器が鳴動したため確認すると、ヤマハ発動機株式会社（法人番号：

2080401016040）が販売した電動アシスト自転車のバッテリー及び周辺を焼損する
火災が発生していました。 
調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵されていたリチウムイオン電池セル

が異常発熱し、出火に至ったものと推定されますが、電池セルの焼損が著しく、異
常発熱した原因の特定には至りませんでした。 

 
②再発防止策について 

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、事故の再発防止を図るた

め、2022年（令和４年）４月５日にプレスリリース、ウェブサイトへの情報掲載及

び新聞社告を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。 
 
③対象製品：製品名、バッテリー型番、販売期間、対象台数 

製品名 

バッテ

リー 

型番 

販売期間 
対象 

台数 

YAMAHA 電動アシスト自転車用 

リチウムイオンバッテリー(X0T型) 12.3Ah 

(販売：ヤマハ発動機株式会社） 

X0T-00 

X0T-20 

2016年 

8月 

～ 

2022年 

3月 

230,534 

YAMAHA 電動アシスト自転車用 

リチウムイオンバッテリー(X0U型) 15.4Ah 

(販売：ヤマハ発動機株式会社/豊田 TRIKE株

式会社） 

X0U-00 

X0U-20 
14,302 

BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 

リチウムイオンバッテリー（C301型） 12.3Ah 

(販売：ブリヂストンサイクル株式会社/ 

株式会社あさひ「LOUIS GARNEAUブランド」） 

X0T-10 

X0T-30 
58,952 

BRIDGESTONE 電動アシスト自転車用 

リチウムイオンバッテリー（C400型） 15.4Ah 

(販売：ブリヂストンサイクル株式会社） 

X0U-30 1,872 

合 計 305,660 

2022年（令和４年）４月５日からリコール（回収・交換）を実施 

  回収率：59.2％（2023年３月 31日時点） 

 

  



 

 

 

＜リコール対象製品での事故件数＞ 

対象製品におけるリコール対象の内容による 2016 年度以降の事故（原因調査

中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35

条第１項の規定に基づき報告を受けたものです。 

年度 事故件数 被害状況 年度 事故件数 被害状況 

2023年度 0 － 2019年度 0 － 

2022年度 20 火災 2018年度 0 － 

2021年度 
14 

1 

火災 

火災・軽傷 
2017年度 0 － 

2020年度 4 火災 2016年度 0 － 

 

＜対象製品の外観及び確認方法＞ 

バッテリー本体に貼り付けられているラベルに記載の『バッテリー型番』及

び『製造ロット』の両方が一致した場合は、無償交換の対象製品となります。 

※対象製造ロットに記載のないバッテリーは、無償交換の対象外です。 

 

＜バッテリー型番と製造ロット記載位置＞ 

 
 

＜無償交換対象製品のバッテリー型番＞ 

 



 

 

 

 

＜無償交換対象製品の製造ロット＞ 

 
 

④使用者への注意喚起 

対象製品をお持ちの方で、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、

直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。 

 

 【問合せ先】 

ヤマハ発動機株式会社及び豊田 TRIKE株式会社のバッテリーをお持ちの方 

 ヤマハ発動機「PAS」バッテリー（X0T/X0U）無償交換 お客様コールセンター 

   電 話 番 号：0120(772)780 

   受 付 時 間：９時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。） 

   ウェブサイト：https://www.yamaha-motor.co.jp/recall/pas/2022-04-05/ 

 
ブリヂストンサイクル株式会社及び株式会社あさひのバッテリーをお持ちの方 

 「電動アシスト自転車用バッテリー（C301/C400）」無償交換 お客様コールセ

ンター 

   電 話 番 号：0120(220)566 

   受 付 時 間：９時～17時（土・日・祝日・事業者指定休日を除く。） 

   ウェブサイト：https://www.bscycle.co.jp/info/2022/10537 

 
 

 



 

 

 

 

【本発表資料の問合せ先】 

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当） 

担 当：石田、首藤、庄田 

電 話：03(3507)9204（直通） 

ＦＡＸ：03(3507)9290 

経済産業省産業保安グループ製品安全課製品事故対策室 

担 当：宮本、佐々木 

電 話：03(3501)1707（直通） 

ＦＡＸ：03(3501)2805 



■消費生活用製品の重大製品事故一覧 別　　　紙

１．ガス機器・石油機器に関する事故（製品起因か否かが特定できていない事故を含む。）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202300065 令和5年4月19日 令和5年4月27日
ガスこんろ（ＬＰガス
用）

IC-S37-R 株式会社パロマ 火災

当該製品及び建物を全焼する火災が発生し
た。
当該製品に起因するのか、他の要因かも含
め、現在、原因を調査中。

山梨県

A202300070 令和5年4月21日 令和5年4月28日
密閉式（ＦＦ式）ガス
瞬間湯沸器（都市
ガス用）

GQ-1620WZ-
FFA-2（タカラベ
ルモント株式会
社ブランド：型式
EX-331F3）

株式会社ノーリツ（タ
カラベルモント株式会
社ブランド）

火災
建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

広島県

密閉式（ＦＦ式）ガス
瞬間湯沸器（都市ガ
ス用）に関する事故
（A202300071）と同
一

A202300071 令和5年4月21日 令和5年4月28日
密閉式（ＦＦ式）ガス
瞬間湯沸器（都市
ガス用）

GQ-3210WZ-
FF-2（タカラベル
モント株式会社
ブランド：型式
EX-350F3）

株式会社ノーリツ（タ
カラベルモント株式会
社ブランド）

火災
建物2棟を全焼する火災が発生した。当該製
品に起因するのか、他の要因かも含め、現
在、原因を調査中。

広島県

密閉式（ＦＦ式）ガス
瞬間湯沸器（都市ガ
ス用）に関する事故
（A202300070）と同
一

２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202100689 令和3年10月26日 令和3年12月10日
電動アシスト自転
車

PA20BXLR
ヤマハ発動機株式会
社
（輸入事業者）

火災

火災報知器が鳴動したため確認すると、当該
製品のバッテリー及び周辺を焼損する火災が
発生していた。
調査の結果、当該製品は、バッテリーに内蔵
されていたリチウムイオン電池セルが異常発
熱し、出火に至ったものと推定されるが、電池
セルの焼損が著しく、異常発熱した原因の特
定には至らなかった。

東京都

令和3年12月14日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの
令和4年4月5日から
リコールを実施（特
記事項を参照）
回収率：59.2％

A202100905 令和4年1月12日 令和4年2月24日
耳かき（ＬＥＤライト
付）

KQ0292
貝印株式会社
（輸入事業者）

重傷1名

当該製品を使用中、先端部が破損し、右耳を
負傷した。
調査の結果、当該製品は、ポリカーボネート
樹脂製耳かき先端部の軸根元に設けられて
いた横穴のため、使用時に横穴付近に応力
が集中したこと、先端部に巻かれていた粘着
物（熱可塑性エラストマー）に添加されていた
成分等が影響した可能性により、ソルベントク
ラックによって先端部が破断したものと推定さ
れる。

大阪府

令和4年3月1日にガ
ス機器・石油機器以
外の製品に関する
事故であって、製品
起因か否かが特定
できていない事故と
して公表していたも
の

A202200057 令和4年4月16日 令和4年4月26日 電気ストーブ ES-K710(W)-S
株式会社千住
（輸入事業者）

火災

当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼
損する火災が発生した。
調査の結果、当該製品は、転倒時オフスイッ
チ内部の接触不良により異常発熱して可動接
点の板ばねが変形し、転倒時にヒーターの電
源が切れず通電を継続したため、敷かれてい
た可燃物が焼損したものと推定される。

大阪府

令和4年4月28日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの



２．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故（続き）
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 機種・型式 事業者名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202200211 令和4年6月2日 令和4年6月23日
バッテリー（リチウ
ムイオン、電動工
具用）

BSL36B18
工機ホールディング
ス株式会社
（輸入事業者）

火災

事務所で当該製品及び周辺を焼損する火災
が発生した。
調査の結果、当該製品は、内蔵のリチウムイ
オン電池セルが異常発熱し、出火に至った可
能性が考えられるが、電池セルの焼損が著し
く、異常発熱した原因の特定には至らなかっ
た。

茨城県

令和4年6月28日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの

A202200375 令和4年7月31日 令和4年8月16日 重石 なし
コーナン商事株式会
社
（輸入事業者）

重傷1名

店舗で当該製品の金具に指を掛けて移動中、
金具が破損し、当該製品が落下、右手指を負
傷した。
調査の結果、使用者が当該製品を運搬する
際、本体のフックに取り付けられているカラビ
ナに指を引っ掛けて運搬しようとしたため、カ
ラビナの開閉部が荷重により外側に開いて本
体が落下し、事故に至ったものと推定される
が、カラビナに貼られている注意表示ラベル
には、「カラビナを持って運搬しない。」旨、記
載されているものの、文字が小さく、警告表示
もないため、目立たず、また、カラビナを持っ
て運搬した際の危険性の記載がなかったこと
も事故発生に影響したものと考えられる。

神奈川県

令和4年8月19日に
ガス機器・石油機器
以外の製品に関す
る事故であって、製
品起因か否かが特
定できていない事故
として公表していた
もの



３．ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故
管理番号 事故発生日 報告受理日 製品名 被害状況 事故内容 事故発生都道府県 備考

A202300066 令和5年4月15日 令和5年4月27日 照明器具 火災
当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該
製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。

東京都

A202300067 令和5年4月8日 令和5年4月28日 発電機（携帯型） 火災
船内で当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が
発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、
原因を調査中。

徳島県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年4月14
日
報告書の提出期限
を超過していること
から、事業者に対し
厳重注意

A202300068 令和4年12月18日 令和5年4月28日 椅子（ソファー） 重傷1名
幼児（１歳）が当該製品の座面と収納部分に首を挟み負傷した。
当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調
査中。

愛知県

事業者が重大製品
事故として認識した
のは令和5年4月18
日

A202300069 令和5年4月23日 令和5年4月28日 エアコン 火災
当該製品を使用中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し
た。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を
調査中。

栃木県

該当案件なし

４．製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合
同会議において審議を予定している案件



耳かき（ＬＥＤライト付）（管理番号:A202100905） 

 

 

 

 

電気ストーブ（管理番号:A202200057） 

 

 

 

 

バッテリー（リチウムイオン、電動工具用）（管理番号:A202200211） 

 

 

 

 



重石（管理番号:A202200375） 
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